
 

様式第３（第８関係） 

指定管理者評価判定結果報告書 

平成２７年７月３日 

高 浜 市 長 殿 

 

高浜市介護予防拠点施設 

指定管理者選定評価委員会 

委員長 野 口 定 久  印 

 

平成２６年度の指定管理者の評価の判定結果について、高浜市指定管理者の評価に関

する指針第８の規定により報告します。 

 

１．施設の名称 高浜市全世代楽習館 

２．指定管理者の名称 特定非営利活動法人 全世代楽習塾 

３．指定期間 平成２６年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

４．協定書・事業計画書等に

基づく管理の概要 

・全世代楽習館の維持管理に関する業務 

・高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例第３条

第５項に掲げる事業の運営に関する業務 

・展示サービスの利用の許可に関する業務 

・その他、市長が必要と認める業務 

５．大分類項目の評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

① 総則に関する事項 

 
２５点 ２３．００点 ９２．００％ Ａ 

② 施設設備の維持管理に関

する事項 
１５点 １５．００点 １００．００％ Ａ 

③ 運営及びサービスの質の

向上に関する事項 
６０点 ４８．８６点 ８１．４３％ Ａ 

６．総合評価 

項 目 満 点 評 点 満点に対する割合 判定結果 

総合評価 １００点 ８６．８６点 ８６．８６％ Ａ 

７．評価結果についての講評 

・地域の方が町内会で利用するなど、オープンな活動は評価できる。 

・介護予防拠点施設として、指定管理者制度の性格上、さらに介護予防に力を入れてほしい。 

・今後の課題として、元気はつらつ教室と社協の宅老所事業について、共通の施策として連携

して取り組んではどうか。 

・介護予防のためにも、多くの高齢者が利用されることを期待する。 

・全方位に目的が拡散しているようで、上手に運営していくのが難しく感じる。 

・児童との交流ができる機会があるため、その機会を利用した取り組みの工夫をしていただき

たい。児童クラブの運営に、より高齢者の方の力を発揮できると良いのではないか。 


